様式第5号(第5条関係)

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市水道事業苦情処理共同調整会議

審　理　期　限　延　長　通　知　書

　　　年　　月　　日付けで提出のあった苦情処理申立書の内容に係る審理を開始しましたが、申立書の受理を決定した日から7日以内に審理を完了できないので、彦根市水道事業苦情処理共同調整会議規程第5条第6項の規定により期限の延長を通知します。

延長後の期限　　　　　年　　月　　日
